
　

国
保
税
の
滞
納
者
に
対
し
て
、
通

常
の
被
保
険
者
証
に
代
え
て
「
被
保

険
者
資
格
証
明
書
」
や
「
短
期
被
保

険
者
証
」
な
ど
の
交
付
が
義
務
付
け

ら
れ
て
い
ま
す
。

　

こ
れ
は
国
保
税
を
一
定
期
間
滞
納

し
た
場
合
や
、
納
税
相
談
に
応
じ
な

か
っ
た
世
帯
主
に
対
し
、
特
別
の
事

情
が
あ
る
場
合
を
除
い
て
、
被
保
険

者
証
の
返
還
を
求
め
、「
被
保
険
者
資

格
証
明
書
」
を
交
付
す
る
も
の
で
す
。

　
「
被
保
険
者
資
格
証
明
書
」
を
提

示
し
て
医
療
機
関
で
受
診
す
る
と
、

保
険
診
療
は
受
け
ら
れ
ま
す
が
、
医

療
費
の
全
額
を
支
払
い
、
国
保
税
を

納
付
し
た
後
に
７
割
分
が
国
保
か
ら

償
還
払
い
さ
れ
ま
す
。

　

ま
た
、
毎
年
３
月
末
に
お
い
て
現

年
分
に
滞
納
が
あ
る
と
、
通
常
の
被

保
険
者
証
よ
り
有
効
期
間
が
短
い

「
短
期
被
保
険
者
証
」
が
交
付
さ
れ

る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

国
民
健
康
保
険
は
、
加
入
者
全
員

の
相
互
扶
助
で
成
り
立
っ
て
い
る
社

会
保
険
制
度
で
あ
り
、
そ
の
財
源
と

な
る
国
保
税
の
収
納
確
保
は
、
制
度

を
維
持
し
て
い
く
う
え
で
、
ま
た
加

入
者
間
の
公
平
を
図
る
う
え
で
重
要

な
こ
と
で
す
。
国
保
税
の
納
め
忘
れ

が
な
い
よ
う
に
気
を
つ
け
ま
し
ょ
う
。

○
お
問
い
合
わ
せ

　

税
務
Ｇ
（
内
線
２
５
３
）

　

介
護
保
険
で
は
、
利
用
者
が
介
護

サ
ー
ビ
ス
を
利
用
し
た
と
き
に
、
そ

の
費
用
の
１
割
を
自
己
負
担
し
ま
す

が
、
同
一
月
内
に
受
け
た
サ
ー
ビ
ス

の
自
己
負
担
額
の
合
計
額
が
高
額
と

な
ら
な
い
よ
う
に
、
一
定
の
上
限
が

決
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
自
己
負
担
の
上
限
を
超
え
た

と
き
に
は
、
申
請
に
よ
り
超
え
た
分

が
「
高
額
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
」
と
し

て
、
後
か
ら
支
給
さ
れ
ま
す
。
た
だ

し
、施
設
入
所
者
の
居
住
費
や
食
事
・

日
常
生
活
費
等
の
利
用
者
負
担
分
、

福
祉
用
具
購
入
費
、
住
宅
改
修
費
に

つ
い
て
は
対
象
に
な
り
ま
せ
ん
。

　
「
高
額
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
支
給
申
請

書
」
に
該
当
月
の
領
収
書
を
添
え
て

健
康
福
祉
課
に
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
平
成
18
年
８
月
サ
ー
ビ
ス

分
以
降
は
、
一
度
申
請
を
行
う
こ
と

に
よ
り
、
以
後
の
申
請
が
不
要
に
な

り
ま
し
た
。

○
お
問
い
合
わ
せ

　

高
齢
者
支
援
Ｇ （
内
線
２
３
９
）

　

保
健
セ
ン
タ
ー
で
は
、
毎
月
健
康

相
談
を
実
施
し
て
い
ま
す
。
保
健
師

に
よ
る
健
康
相
談
、
血
圧
測
定
を
行

な
い
ま
す
。

○
日
時

　

12
月
15
日
㈪　

１
月
19
日
㈪

　

２
月
16
日
㈪　

３
月
16
日
㈪

　

午
前
10
時
か
ら
11
時
30
分
ま
で

○
場
所　

保
健
セ
ン
タ
ー

○
お
問
い
合
わ
せ

　

保
健
セ
ン
タ
ー
☎ 

（84）
１
９
１
０

　

育
児
の
こ
と
や
悩
み
事
な
ど
を
気

軽
に
話
し
合
え
る
仲
間
作
り
を
目
的

に
、
チ
ャ
イ
ル
ド
サ
ー
ク
ル
を
実
施

し
て
い
ま
す
。
家
族
そ
ろ
っ
て
お
気

軽
に
ご
参
加
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
当
日
は
食
生
活
改
善
推
進
会

に
よ
る
軽
食
の
提
供
が
あ
り
ま
す
。

○
日
時　

12
月
10
日
㈬

　

午
前
10
時
か
ら
11
時
30
分
ま
で

　

（
受
付　

午
前
９
時
40
分
か
ら
）

○
場
所　

保
健
セ
ン
タ
ー

○
内
容

　
「
ク
リ
ス
マ
ス
リ
ー
ス
作
り
」

○
対
象
者

　

乳
幼
児
の
い
る
家
族

　

先
着
15
組
ま
で

○
持
ち
物

　

リ
ー
ス
の
飾
り
（
土
台
は
用
意
し

ま
す
）

○
お
申
し
込
み
・
お
問
い
合
わ
せ

　

12
月
５
日
㈮
ま
で
に
お
申
し
込
み

く
だ
さ
い
。

　

保
健
セ
ン
タ
ー
☎
（84）
１
９
１
０

　

輸
血
を
必
要
と
し
て
い
る
方
の
為

に
、
献
血
に
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

○
日
時　

12
月
９
日
㈫

　

午
前
10
時
か
ら
正
午
ま
で

○
場
所

　

役
場
（
正
面
玄
関
脇
駐
車
場
）

　

受
付
は
、
役
場
１
階
小
会
議
室

　

献
血
に
は
、
本
人
が
確
認
で
き
る

も
の
が
必
要
で
す
。

（
運
転
免
許
証
・
健
康
保
険
証
等
）

○
お
問
い
合
わ
せ

　

保
健
セ
ン
タ
ー
☎
（84）
１
９
１
０

　

魚
料
理
の
レ
パ
ー
ト
リ
ー
を
増
や

し
て
み
ま
せ
ん
か
？

○
日
時　

１
月
21
日
㈬

　

午
前
10
時
か
ら
午
後
１
時
ま
で

　

（
受
付
９
時
40
分
か
ら
）

○
場
所　

保
健
セ
ン
タ
ー

○
対
象
者　

町
内
在
住
・
在
勤
者

○
内
容

　

水
産
加
工
品
を
使
っ
た
料
理

○
定
員　

15
名
（
先
着
順
）

　

参
加
費
１
人　

３
０
０
円

　

持
参
す
る
物
エ
プ
ロ
ン
・
三
角
巾

○
お
申
し
込
み

　

12
月
15
日
㈪
か
ら
受
付
開
始

　

定
員
に
な
り
次
第
締
め
切
り
ま
す
。

○
お
問
い
合
わ
せ

　

保
健
セ
ン
タ
ー
内
食
生
活
改
善
推

進
会
事
務
局

　

☎
（84）
１
９
１
０

11 広報ごか　2008.12

▪
国
保
税
の
滞
納
者
に
対
す

る
保
険
者
証
等
に
つ
い
て

▪
高
額
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
に

つ
い
て

▪
献
血
に
ご
協
力
お
願
い
し

ま
す

▪
魚
料
理
教
室
を
開
催
し
ま

す

（
町
民
税
務
課
）

（
健
康
福
祉
課
）

（
健
康
福
祉
課
）

（
健
康
福
祉
課
）

▪
チ
ャ
イ
ル
ド
サ
ー
ク
ル
に

つ
い
て

▪
成
人
健
康
相
談
日
の
お
知

ら
せ

（
健
康
福
祉
課
）

（
健
康
福
祉
課
）

広　告

広　告　募　集

利用者負担の上限

区分 上限
下記以外の方 37,200円

町民税非課税世帯で合計所得金額と
課税年金収入額が80万円超266万
円未満の方等

24,600円

生活保護受給者
町民税非課税世帯で合計所得金額と
課税年金収入額が80万円以下の方等

15,000円


